
福岡県下に主たる事務
所を有する企業（厚生
年金適用事務所）で、従
業員数（加入者数）30
名以上※の企業です。

※人数要件に満たない場合でもご加
入をお受けできる場合がございます
ので、是非ご相談下さい。

※2021年3月時点の税制に基づくもので、今後取扱が変わる可能性があります。


